
国立大学法人東京農工大学学則の一部を改正する規則 

国立大学法人東京農工大学学則（１６経教規則第２号）の一部を次の通り改正する。 

現     行 改  正  案 備考 

国立大学法人東京農工大学学則 

平成１６年４月７日

１６経教規則第２号

第１条～第３５条  省 略  

  

（授業料の納付） 

第３６条 授業料は、年額の２分の１ずつを次の表のとおり２期に分けて納付しなければならない。

区    分 納 入 の 時 期 

前期（４月から９月までの分） ４月１日から４月３０日まで

後期（１０月から翌年３月までの分） １０月１日から１０月３１日まで

２～３ 省略 

４ 第１０４条第２項の規定により、６月に卒業する見込みの者は、授業料の１２分の１に相当す

る額（以下「授業料の月割額」という。）に３を乗じて得た額を当該学年の始めの月に納付しなけ

ればならない。ただし、６月に卒業できなかったときは、当該期に納付しなければならない授業

料の額と既納の授業料の差額を速やかに納付しなければならない。 

 

第３７条～第３９条  省 略 

 

 

 

 

 

 

（授業料、入学料及び検定料の返付） 
第４０条 納付した授業料、入学料及び検定料は、これを返付しない。ただし、授業料については

第１号又は第２号に、検定料については第３号に該当した場合には、納付した者の申出により、

それぞれ当該各号に定める額を返付することができる。 
 一 入学を許可されるときに授業料を納付した者が、入学年度の前年度の末日までに入学を辞退

した場合 当該授業料相当額 
 二 第３６条第２項又は第３項の規定により後期に係る授業料を納付した者が、第２２条又は第

２５条の規定により当該年度の９月末日までに休学又は退学した場合 後期に係る授業料相当

額 
 三 本学学部入学に係る第２次の学力検査等又は推薦入学等の選抜において検定料を納付した者

が、当該選抜が第１段階目の選抜（調査書、大学入試センター試験の結果、その他出願書類に

よる選抜）及び第２段階目の選抜（学力検査等による選抜）の２段階に分けて行われ、第１段

階目の選抜により不合格となった場合 第２段階目の選抜に係る検定料相当額 
 

 

 

 

第４１条  省 略 

 

（寄宿料） 

第４２条 学寮に入寮することを許可された者は、寄宿料を納付しなければならない。 

２ 前項の寄宿料は、入寮の日の属する月から退寮の日の属する月まで毎月その月の分を納付する

ものとする。ただし、８月及び９月分については、７月に納付するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず寄宿料は、授業料の納期に合わせて４月又は１０月にそれぞれ６月分

 

 

 

第１条～第３５条  省 略（現行どおり）  

 

（授業料の納付）  

第３６条 授業料は、年額の２分の１ずつを次の表のとおり２期に分けて納付しなければならない。

区    分 納 入 の 時 期 

前期（４月から９月までの分） ５月１日から５月３１日まで

後期（１０月から翌年３月までの分） １１月１日から１１月３０日まで

２～３ 省略（現行どおり）  

４ 第１０４条第２項の規定により、６月に卒業する見込みの者は、授業料の１２分の１に相当す

る額（以下「授業料の月割額」という。）に３を乗じて得た額を当該学年の５月に納付しなければ

ならない。ただし、６月に卒業できなかったときは、当該期に納付しなければならない授業料の額

と既納の授業料の差額を速やかに納付しなければならない。 

 

第３７条～第３９条  省 略（現行どおり）  

 

（入学料及び検定料の不徴収） 

第３９条の２ 本学（大学院連合農学研究科の構成大学を含む。）大学院の博士前期課程又は修士課

程を修了し、引き続き博士後期課程又は博士課程に進学する者の入学料及び検定料は、徴収しない。

 

（授業料、入学料及び検定料の返付） 
第４０条 納付した授業料、入学料及び検定料は、これを返付しない。ただし、授業料については

第１号又は第２号に、検定料については第３号及び第４号に該当した場合には、納付した者の申

出により、それぞれ当該各号に定める額を返付することができる。 
 一 入学を許可されるときに授業料を納付した者が、入学年度の前年度の末日までに入学を辞退

した場合 当該授業料相当額 
 二 第３６条第２項又は第３項の規定により後期に係る授業料を納付した者が、第２２条又は第

２５条の規定により当該年度の９月末日までに休学又は退学した場合 後期に係る授業料相当

額 
 三 本学学部入学に係る第２次の学力検査等又は推薦入学等の選抜において検定料を納付した者

が、当該選抜が第１段階目の選抜（調査書、大学入試センター試験の結果、その他出願書類に

よる選抜）及び第２段階目の選抜（学力検査等による選抜）の２段階に分けて行われ、第１段

階目の選抜により不合格となった場合 第２段階目の選抜に係る検定料相当額 
 四 本学学部入学に係る第２次の学力検査又は推薦入学の選抜において検定料を納付した者が、

本学が指定した大学入試センタ－試験受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明

した場合 その後の選抜に係る検定料相当額 

 

第４１条  省 略（現行どおり） 

 

（寄宿料） 

第４２条 学寮に入寮することを許可された者は、寄宿料を納付しなければならない。 

２ 前項の寄宿料は、入寮の日の属する月から退寮の日の属する月まで毎月その月の分を納付する

ものとする。ただし、８月及び９月分については、７月に納付するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず寄宿料は、４月又は１０月にそれぞれ６月分を納付することができる。

 

 

 

 



附 則 （１８ 経教 規則第５号） 

を納付することができる。 

 

４～６ 省略 

 

第４３条～第１１１条  省 略  

  

 

附 則 省 略 

 

 

 

４～６ 省略（現行どおり）  

 

第４３条～第１１１条  省 略（現行どおり）   

 

 

附 則 省 略（現行どおり） 

この規則は、平成１８年１０月２５日から施行し、第３６条第１項、同条第４項及び第４２条第３項の改正規定は、平成１９年４月１日から、第３９条の次に１条を加える規定は、平成１６年４月１日から、第４０条第３号の

次に１号を加える規定は、平成１８年１０月２５日から、それぞれ適用する。 


